
令和 6年 10月児童手当制度改正 手続き確認チャート 

美浜町こども未来課から児童手当または特例給付を受給していますか 
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高校生年代(18歳年度末まで)のお子さんがいますか 養育する父または母のうち令和 5年中の

所得が高い方の職業は「公務員」ですか 
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高校生年代のお子さんは、現

在、算定児童として登録されて

いますか 

※算定児童とは、児童手当の支

給対象ではないが、子どもの人

数のカウントに含まれる子。 

大学生年代(18歳到達後最初

の年度末から 22歳到達後最

初の年度末まで)の子と高校

生年代以下の児童の合計人数

が３人以上いますか 

勤務先にお問い

合わせください 

所得の高い方の住民登録地は美浜町ですか 

所得の高い方の「住民登録

地」へお問い合わせください 

大学生年代までの子と高校生年代以下の児

童の合計人数が３人以上いますか 

手続き不要 

大学生年代までの子と高校生年

代以下の児童の合計人数が３人

以上いますか 

・額改定請求書 

・額改定請求書 

・監護相当・生計費 

の負担についての 

確認書 

・認定請求書 

・請求者の健康保険証の 

写し 

・請求者名義の通帳また 

はキャッシュカードの 

写し 

・監護相当・生計費の 

負担についての確認書 

・認定請求書 

・請求者の健康 

保険証の写し 

・請求者名義の 

通帳またはキ 

ャッシュカー 

ドの写し 

提出書類 

提出書類 提出書類 

提出書類 

※新たに支給対象となる児童と別居されている方は、「別居監護申立書」の提出も必要となります。 

※額改定請求書を提出される方で、３歳未満のお子さんを養育している方は請求者の健康保険証の写しも必要となります。 


